
防府市消防本部感染症対策要綱 

平成１２年４月１日制定 

（目的） 

第１条 この要綱は、防府市救急業務取扱規程（昭和６０年消防本部訓令第５

号）第１７条に規定される傷病者を取り扱う場合に、必要となる措置を定め

ることにより、二次感染の防止を図って感染症のまん延を予防することを目

的とする。 

（感染症の定義） 

第２条 この要綱において取り扱う「感染症」とは、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「感染

症法」という。）第６条に規定する一類感染症、一類感染症の疑似症、一類感

染症の無症状病原体保有、二類感染症、二類感染症の疑似症、三類感染症、

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、及び新感染症及び消防長が必要

と認めたものとする。 

２ 感染症法第６条第７項の新型インフルエンザ等感染症とは、新型インフル

エンザ及び再興型インフルエンザをいう。 

３ 「消防長が必要と認めたもの」とは、感染症法第６条に規定する四類感染

症のＢウイルス、五類感染症の後天性免疫不全症候群及びウイルス性肝炎の

Ｂ型並びにＣ型で、出動隊員に出血等の汚染事故（健常な皮膚のみの汚染を

除く。）が発生し二次感染の疑いがあるものをいう。 

（疑似症患者及び無症状病原体保有者に対する適用） 

第３条 感染症法第８条第１項に規定する一類感染症の疑似患者又は二類感染

症のうち感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

（以下「感染症法施行令」という。）第４条で定める二類感染症の結核、重症

急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイル

スであるものに限る。）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス

属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。）及び鳥インフルエンザ（Ｈ５

Ｎ１、Ｈ７Ｎ９。以下「特定鳥インフルエンザ」という。）については、それ

ぞれ一類感染症の患者又は二類感染症の患者として、この要綱を適用する。 

２ 一類感染症の無症状病原体保有者については、一類感染症の患者として、



 

 

 

  

この要綱を適用する。 

３ 指定感染症の罹患が疑われる者及び病原体保有者については、この要綱を

適用する。 

（基本理念） 

第４条 二次感染の防止を図ることを目的として防府市消防本部が講ずる施策

は、感染症に迅速かつ的確に対応するため、感染症の傷病者等が置かれてい

る状況を深く認識し、人権に配慮するとともに、総合的かつ計画的に推進す

ることを基本理念とする。 

（感染症対策本部の設置） 

第５条 出動隊の隊長は口頭による血液等の汚染事故報告又は救急搬送先若し

くは健康福祉センター等から、傷病者が第２条の感染症に罹患していた旨の

報告があったときは、次項の対策本部員等が協議し、感染症対策本部（以下

「対策本部」という。）を設置するものとする。 

２ 対策本部は本部長、副本部長、本部員をもって組織し、本部長は消防長、

副本部長は消防次長、本部員は消防署長、消防総務課長、予防課長、警防課

長及び通信指令課長をもって充てる。 

（対策本部の責務） 

第６条 本部長は、感染症に関する正しい知識及び感染症に関する情報の収集、

整理、分析並びに提供を図るとともに、感染症に感染した隊員又は感染の疑

いがある隊員が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずる

ように努めなければならない。この場合において、対策本部は感染症傷病者

等の人権の保護に配慮しなければならない。 

２ 対策本部は、二次感染の予防に関する施策が総合的かつ迅速に実施できる

よう、関係機関等と相互に連携を図らなければならない。 

（隊員の責務） 

第７条 隊員は、感染症に関する正しい知識を持ち、そのまん延の防止を図る

とともに、感染症の傷病者等の人権が損なわれることがないように努めなけ

ればならない。 

（二次感染予防対策） 

第８条 二次感染予防対策として感染防止物品を配備し、隊員は次の予防策を



 

 

 

  

順守しなければならない。 

(１) 標準予防策は、次の各号のとおりとする。 

ア 手洗いの実施 

(ア) 感染源となりうるものに触れた後 

(イ) 手袋（プラスチックグローブを含む。以下同じ。）を外した後 

(ウ) 次に搬送する傷病者に接するとき 

イ 手袋の着用は感染源となりうるものに触れるときや、傷病者の粘膜や

傷のある皮膚に触れるときに必ず手袋を着用しておく。血液等の付着し

た手袋で他の傷病者に触ることは避ける。 

ウ ろ過マスク（Ｎ95認証のもの以下同じ。）、保護めがね、シューズカバ

ーは体液・体物質等が飛び散り、目、鼻、口及び床を汚染するおそれが

ある場合には、あらかじめ着用する。 

エ 救急活動には必ず感染防止衣（不織布製）を着用し、着装品が汚染さ

れた場合は消毒室で洗浄又は廃棄する。また、救助活動等で汚染された

場合も同様とする。 

オ 汚染した器具は感染症に適応する方法により消毒し、粘膜、衣服、環

境を汚染しないよう操作すること。 

カ 汚染したリネン類は、粘膜、衣服、他の傷病者、環境等を汚染しない

ように操作し、適切に処理する。 

(２) 空気感染予防策は、ろ過マスクを着用する。 

(３) 飛沫感染予防策は標準予防策に加えてあらかじめ、ろ過マスク、保護

めがね、ゴーグルを着用する。 

(４) 接触感染予防策は、標準予防策に準ずる。 

（消毒・滅菌方法） 

第９条 感染症の病原体で汚染（疑いを含む。）された機器、器具、環境等の消

毒・滅菌は、次の各号のとおり適切かつ迅速に行って汚染拡散を防止しなけ

ればならない。 

(１) 手袋、帽子、ヘルメット、感染防止衣（不織布製）、機器や患者環境の

被覆材などは可能な限り使い捨て製品又は、消毒（洗濯）可能なものを

使用する。また、使用後で廃棄するものは専用の感染性廃棄物容器に密



 

 

 

  

閉するか、あるいはプラスチック袋に二重に密閉した上で、外袋表面を

清拭消毒して焼却処理する。 

(２) 汚染した再使用器具は、熱水洗浄消毒器で処理するか、あるいは消毒

薬に浸漬処理した上で、用手洗浄及び滅菌等の必要な処理を行った後、

再使用するようにする。 

(３) 汚染したリネン類は、熱水洗浄消毒又は消毒薬浸漬後、洗浄を行う。 

(４) 汚染した救急車内等については適切な消毒薬を用いて清拭消毒し、必

要に応じ紫外線殺菌灯を使用して消毒を行う。 

（収容医療機関への情報提供依頼） 

第 10 条 救急隊長は感染症の傷病者又は感染症の疑いがある傷病者との接触

汚染及び針刺し事故等があった場合は収容医療機関に対してその旨を伝え、

傷病者の血液検査結果等に関する情報提供を依頼し、結果が判明する時期を

確認するとともに、署長補佐に報告しなければならない。また、救助活動等

で血液汚染事故があった場合も同様とする。 

 （事故後の健康診断） 

第 11 条 消防長は、収容医療機関から傷病者が感染症に罹患していたことが判

明した旨の連絡又は搬送にかかわった者の健康被害が予測される旨の連絡を

受けた場合には、直ちに対策本部を設置して県の感染症対策担当部局、感染

症法第６条に規定する医療機関又は健康福祉センター等から指示を受けると

ともに、隊員に必要な処置及び健康診断を受けさせ、警防課長に感染範囲等

の調査をさせなければならない。 

２ 前項の必要な処置とは血液汚染事故後の予防薬の接種及び服用並びに投与

をいい、後天性免疫不全症候群の感染事故については事故後２週間以内にこ

の予防薬を服用させ、ウイルス性肝炎のうちＢ・Ｃ型肝炎については４８時

間以内にこの予防薬を接種させ、Ｂウイルスについては、これに適した予防

薬の投与をさせなければならない。 

（就業制限） 

第 12 条 本部長は、前条に規定する健康診断の結果に応じて、必要とされる期

間は就業させてはならない。 

（関係機関への連絡） 



 

 

 

  

第 13 条 本部長は、第１１条の連絡を受けたとき当該救急隊がすでに別の傷病

者を他の医療機関に搬送している場合は、医師及び県の感染症対策担当部局

の指示を受けるとともに、通信指令課長に当該医療機関に対して状況を連絡

させなければならない。 

（汚染状況報告書の作成） 

第 14 条 第 10 条に該当する事故が発生したとき出動隊の隊長は汚染状況報告

書（第１号様式）により消防長に報告しなければならない。 

２ 消防総務課長は、感染症罹患職員及び健康診断受診職員の必要な書類を作

成し、所要の措置をしなければならない。 

（事故後の対策手順） 

第 15 条 感染事故後の対策手順については、別紙第１「二次感染のおそれ及び

感染事故後の対策フローチャート」、別紙第２「血液等による感染事故後の事

務処理フローチャート」のとおりとする。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年８月２１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 



 

 

 

  

この要綱は、平成２５年５月６日から施行する。 

    附 則  

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

    附 則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

第１号様式 

消       防       署 
次 長 消防長 

 

月 

 

日 

合  議 係 長 署長補佐 副署長 署 長 

       

 

汚染状況報告書 

感染症対策本部長 

          様 

所    属  

職 ・ 氏 名                    

事故発生日時 月  日  時 分覚知 

場所又は経路  

出 動 隊 員  

事 故 概 要  

 

添付資料 事故発生地付近の見取り図及び事故発生概要 



 

 

 

  

別紙第１ 

二次感染のおそれ及び感染事故後の対策フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出動隊の隊長からの報告、関係機関に通報 

署長補佐 

消防署長 

 

消 防 長 

感染症対策本部の設置 

 

    感染症対策本部組織 

対策本部長（消防長） 

副本部長 （次長） 

本部員  （消防総務課長、予防課

長、警防課長、通信指

令課長、署長） 

 

当該救急隊が傷病者を収容した医療機関

等への連絡 

第８条及び第９条に従って二次感

染の予防・消毒・滅菌等の処置 

健康診断等の必要な措置の決定 

 就業の可否及び入院手続き、健康観察 

期間の設定等の判断 

 

ある 

（協議） 

救急隊の感染の有無

（血液等による場合

は別紙第２を参照） 

県感染症担当部局及び医

療機関等の指示を受ける 

（二次感染のおそれ） 

搬送医療機関等から傷病者の

罹患状況について連絡有 



 

 

 

  

別紙第２ 

血液等による感染事故後の事務処理フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 帰署後、通常の消毒 

処置、手洗い、うが 

い等を行う。 

 救急現場 

 救助現場 

いいえ 

した 

ない 

ない 

傷病者に出血、吐血

等があるか 

はい 

（ポイント） 

血液等とは、傷病者の血液はもちろん体液

や吐物を含むものである。 

（ポイント） 

各種感染防止物品を活用して、血液等との接

触を防ぐのが原則である。 

（ポイント） 

出動隊員の眼や傷口に傷病者の血液等が付着

した場合には、汚染状況報告書を作成する。 

(1) 直ちに、血液等が付着した部分の流水 
  洗浄及び消毒を行う。 
(2) 救急隊長は、収容先医療機関に対して 
  血液汚染があった旨を伝え、傷病者の血 
  液検査結果に関する情報提供を依頼し、 
  その結果が何時判明するかを確認して、 
  病院を引きあげる。 
 

（ポイント） 

ワクチンによる抗体値は人に 

より減少する場合がある。 

 

（ポイント） 
傷病者及び救急隊のプライバシー 

保護に注意しなければならない。 

(3) 傷病者が陽性又は定められた時 
  間以内に調査できない場合には、 
  医師の判断と本人の承諾に基づき 

  予防薬の接種等を受ける。 
(4) 医師に対しては、汚染時の状況 
  を詳細に説明することが必要であ 

  り、針刺しや眼、傷口に血液等が 
  付着した場合には、医師の判断と 
  本人の承諾に基づき予防薬の接種 

  等を受けることになる。 
(5) 基本的には、救急外来で受診し 
  て、消化器内科医師の治療を受け 

  ることとなるが、２回目以降の診 
  察は、診断書の作成を含めて一 
  般外来での受診となる。 

 
B型肝炎以外の血液感染 

(1) 出動隊員の汚染前（血液検査） 

  の状況を把握する。 

(2) 血液感染は、汚染後直ちに結果 

  が出ないので、数か月間の経過観 
  察が必要である。 

 ディスポーザブル手袋、マスク、 

ゴーグル等を着用していたか 

血液等が隊員の傷部分 

（粘膜）に付着したか 

 

（ポイント） 
出動した隊員個々に汚染が

あった場合には、必ず署長
補佐に報告すること。 

車両、資機材、救 

急服等に血液が付 
着したか 

再使用できる

資機材か 

特別管理産業廃棄物（感 

染性産業廃棄物） 

対策本部の設置 

血液検査結果 
事故概要を上司及 
び関係部署に報告 

 傷病者陰性 

洗浄及びウイル 

ス剤で消毒する 
収容先医療機関で傷病者が血液感染 

症の保菌者か否かの状況を聴取 

定められた時間 
以内に調査不能 

山口県立総合医療センターで医師に調査結果
及び汚染状況を説明したうえで、予防薬の接種
等／血液検査を実施（医師の診断と経過観察） 

 傷病者陽性 

 医師の指示に従い経過観察及び必要により治療 

 公務災害関係書類を作成して報告 

 汚染状況報告書を作成して報告 

消防総務課 

本
部
長 

警防課長：感染 
範囲等の調査 

消防総務課長 
情
報
収
集 

の
支
援 

通信指令課長：関係
医療機関への連絡 

地方公務員災害補
償基金山口支部 

（ポイント） 

グロボリンによる投与を受け

るなら48時間を超えると効果

がない。 

傷病者が陰性の場合は公務災
害に該当しない。（汚染状況報
告書の作成報告まで） 

（ポイント） 
まず、傷病者の現在の状態を把握しなければ 
ならない。伝聞情報ではなく、収容時におけ 
る血液検査に関する情報提供を依頼し、その 
結果がいつ判明するかを確認して、病院を引 
きあげる。 
 
 

着用していた 

ある 

出動隊員の眼や傷口に傷病者の血液 

等が触れた場合の対応 

公務災害関係書類の送付 

した 



 

 

 

  

一類感染症の消毒ポイント 

一類感染症 消毒ポイント 消毒法 

エボラ出血熱 

マールブルグ病 

クリミア・コンゴ出血熱 

ラッサ熱 

南米出血熱 

厳重な消毒が必要である。 

患者の血液、分泌物、排泄物

及びこれらが付着した可能

性がある箇所を消毒する。 

・80℃、10分間の熱水 

・0.05～0.5％（500～5,000ppm）次亜塩

素酸ナトリウムに 30分間浸漬又は清拭 

・イソプロピルアルコール 70％に 30 分

間浸漬又は清拭 

・2～3.5％グルタラールに 30分間浸漬 

痘そう 

飛沫感染であるが、患者の血

液、分泌物、排泄物及びこれ

らが付着した可能性がある

箇所を消毒し、患者に用いた

器具や患者環境の消毒も行

う。 

・93℃ 10分間の熱水 

・2-3.5ｗ/ｖ％グルタールアルヒデドに

30分間浸漬 

・0.05～0.1％（500～1,000 ppm）次亜塩

素酸ナトリウムで清拭 

・イソプロピルアルコール 70％で清拭 

ペスト 

肺ペストは飛沫感染である

が、患者に用いた器具や患者

環境の消毒を行う。 

・80℃、10分間の熱水 

・0.1ｗ/ｖ％第4級アンモニウム塩に30

分間浸漬 

・0.2ｗ/ｖ％第 4級アンモニウム塩で清

拭 

・0.01～0.1％（100～1,000ｐｐｍ）次亜

塩素酸ナトリウムに 30～60分間浸漬 

・イソプロピルアルコール 70％で清拭 

二類感染症の消毒ポイント 

二類感染症 消毒ポイント 消毒法 

急性灰白髄炎（ポリオ） 
患者の糞便で汚染された可能性のある

箇所を消毒する。 

エボラ出血熱と同様 

ジフテリア 

皮膚ジフテリアなどを除き飛沫感染で

あるが、患者に用いた器材や患者環境

を消毒する。 

ペストと同様 

重症急性呼吸器症候群 

（ＳＡＲＳ） 

中東呼吸器症候群 

（ＭＥＲＳ） 

飛沫感染であるが、患者の血液、分泌

物、排泄物及びこれらが付着した可能

性がある箇所を消毒し、患者に用いた

器具や患者環境の消毒も行う。 

・80℃、10分間の熱水 

・0.1％（1,000ｐｐｍ）次亜塩

素酸ナトリウムに 30 分間浸漬

又は清拭 

・イソプロピルアルコール

70％で清拭 

結核 

患者搬送後、救急車内の空気について

は、十分な換気を行う。患者が排出した

痰等が付着した箇所の拭き取り又は清

拭を行う。 

・70％以上のエタノールある

いは次亜塩素酸ナトリウムに

より清拭し感染性廃棄物とし

て処理する。 

特定鳥インフルエンザ 

空気・飛沫・接触予防策の全てを講じる

ため、感染防護衣等を着用して患者に

用いた器材や患者環境を消毒する。 

結核と同様 

 

一類感染症及び二類感染症による血液などの汚染に対しては、0.5％（5,000ppm）、又は明

らかな血液汚損が無い場合には、0.05％（500ppm）を用いる。なお、血液などの汚染に対

しては、ジクロルイソシアルール酸ナトリウム顆粒も有効である。 



 

 

 

  

※ 対象感染症と感染経路別感染予防策 

対象感染症の感染経路を念頭に適切な予防策を講ずることが重要である。 

類型 疾患 感染経路 感染源 予防策 

一類 

ウイルス性出血
熱 

飛沫、体液接触 
血液、尿、喀痰、 
吐物、排泄物 

接触感染予防策 
（飛沫感染 
予防策） 

肺ペスト 飛沫による気道 
喀痰、喀嗽による
エアロゾル 

飛沫感染予防策 

腺ペスト 皮膚接触 膿 標準予防策 

二類 

急性灰白髄炎 
（ポリオ） 

経口 便 
接触感染予防策 
飛沫感染予防策 

喉頭ジフテリア 
 

飛沫による気道 
 

喀痰、喀嗽による
エアロゾル 

飛沫感染予防策 

皮膚ジフテリア 皮膚接触 偽膜 標準予防策 

重症急性呼吸器
症候群 
（ＳＡＲＳ） 
中東呼吸器症候
群 
（ＭＥＲＳ） 

飛沫、経口 飛沫核、液、便 
接触感染予防策 
飛沫感染予防策 

結核 気道 飛沫核 空気感染予防策 

特定鳥インフル
エンザ 

飛沫、体液接触 
飛沫核、液、便 
喀痰、吐物、排泄
物 

空気感染予防策 
接触感染予防策 
飛沫感染予防策 

 
腸管出血性大腸
菌 
感染症 

経口 便 接触感染予防策 

 
三類 細菌性赤痢 経口 便 接触感染予防策 

コレラ 経口 便 接触感染予防策 

腸チフス 
パラチフス 

経口 便、尿 接触感染予防策 

 

１ 感染症法に規定される「四類感染症」「五類感染症」とは、次のとおりであ

る。 

 (１) 四類感染症 

Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、黄熱、Ｑ熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ

（特定鳥インフルエンザを除く。）、ボツリヌス症、マラリア、野兎病。 

ウエストナイル熱、エキノコックス症、オウム病、オムスク出血熱、

回帰熱、キャサヌル森林病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカウイル

ス感染症、重症熱性血小板減少性症候群（病原体がフレボウイルス属 SFTS

ウイルスであるものに限る。）、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒



 

 

 

  

介脳炎、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、ニパ

ウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺感染症、Ｂ

ウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイル

ス感染症、発しんチフス、ライム病、レリッサウイルス感染症、リフト

バレー熱、類鼻疽、ジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱。 

   その他感染症法施行令第１条の２で定めるもの 

(２) 五類感染症 

 インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を

除く。）、ウイルス性肝炎（A 型肝炎及び E 型肝炎を除く。）、クリプトスポ

リジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻し

ん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、 

アメーバ赤痢、RS ウイルス感染症、咽頭結膜熱、Ａ群溶血性レンサ球菌

咽頭炎、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、感染性胃腸炎、急性出

血性結膜炎、急性脳炎（ウエストナイル脳炎・日本脳炎・西部ウマ脳炎・

ダニ媒介脳炎・東部ウマ脳炎・ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を

除く。）、クラミジア肺炎（オウム病を除く。）、クロイツフェルト・ヤコブ

病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、細菌性髄膜炎、ジアルジア症、侵襲

性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染

症、水痘、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、先天性風し

ん症候群、足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、播種性クリプトコックス

症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン

耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘ

ルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、薬剤耐性アシネトバ

クター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、

淋菌感染症。 

  その他感染症法施行規則第１条で定めるもの 

 


